
令和７年 10 月１日 

【建設業等の会員様向け】 

自由研削といしの取替え等 特別教育講習会開催のご案内 

                            主催 揖斐川町商工会 工業部会 

共催 岐阜労働局長登録教習機関  

コベルコ教習所株式会社 
 

労働安全衛生法では、「厚生労働省令で危険有害業務に指定されている砥石(といし)の交換、
試運転業務を実施する場合は、特別教育を修了した者でなければならない」と規定されています。 

また、法令で砥石の使用について使用前には 1 分以上、砥石交換時には 3 分以上の試運転を
義務付けており、砥石交換を含めた試運転業務実施者を特別教育修了者と規定しています。 

当部会では、労働安全衛生法に基づく「自由研削といしの取替え等 特別教育講習会」を下記
のとおり、開催しますので、この機会に、未受講者や新規雇用者などが受講されるよう推奨いた
しますので、ご案内致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 
 

１．講習開催期間等 

〇講習日  令和７年１２月３日（水）  時間は下記タイムテーブルを参照下さい 

   〇場 所  揖斐川町商工会館 大研修室 

   〇定 員  １０名～３０名（先着順・定員になりしだい締め切ります） 

         なお、申込者が少ない場合は取り止めることもあります。 

※ 所定の講習を修了された方にはコベルコ教習所㈱岐阜教習センター発行の、 
「特別教育修了証」を交付します。 

 

２．受講料    １２，０００円(消費税１，０９１円、テキスト代含む) 
 
３．申込方法  受講希望者は、受講料を添えて別紙の「特別教育・安全衛生教育受講申込書」 

に所要事項を記入し、揖斐川町商工会までお申込ください。 
※ 添付書類 ・顔写真（タテ３．０㎝/ヨコ２．４㎝）無帽１枚（申込書に貼付） 

・自動車運転免許証か、マイナンバーカードの写し １枚（表・裏） 
※ 申込期限 令和７年 10月 27日（月）までにお願いします。（但し、定員まで） 

 

４．タイムテーブル 
  8：00  ～ 受付 

8：25  ～ オリエンテーション 
8：30  ～ 学科 

11：50  ～ 昼休憩（昼食はお持ちください。研修室で食事は可能です。） 
12：35  ～ 学科 
13：45  ～ 実技 
15：55 修了式 裏面も必ずご確認下さい。 

といしは、高速回転しており最高使用速度を超える
と遠心力などで破壊され、破片により重大な災害を
引き起こす恐れがあります。作業者は危険性を十
分に認識し、研削盤とといしの適合確認を行わな
ければなりません（コベルコＨＰより）。 

ディスクグラインダー(携帯用) 両頭グラインダー(卓上) 

例① 例② 



５． 助成金について 

    本講習を修了したものに、１社につき４名まで、１人あたり３，０００円を助成します。 

※後日、助成金申請書（商工会様式）を対象事業者に送付しますので、受講修了後に商

工会事務局まで提出して下さい。商工会費の引落口座に助成金を振込します。 

・受講者が代表者でない場合の助成金申請については、「会員事業所に従事している従業

員・専従者・会社役員 等」であることがわかる書類の写し（健康保険証、雇用保険被

保険者証、確定申告書、会社登記など）の添付が必要です。 

★上記は揖斐川町商工会工業部会独自の助成金についての内容になります。 

厚生労働省の人材開発支援助成金（経費、賃金助成）とは違い、併用は不可です。 

        工業部会独自の助成金を利用される方→別紙申込書助成金利用欄の（利用しない）〇 

       厚生労働省の出している助成金を利用される方→助成金利用欄の（利用する）に〇 

 

    〇厚生労働省の人材開発支援助成金（経費、賃金助成）について 

・概要については、下記コベルコ教習所のホームページを参考にして下さい。 

      https://www.kobelco-kyoshu.com/gifu/support/architecture/ 

・助成金利用には条件があります。利用の対象となるか、助成額について等詳細は 

ハローワークまでお問合せください。 

・コベルコ教習所では厚生労働省の助成金申請の補助を行っております（商工会の助

成金との併用は不可）。なお、講習修了後申請に必要な書類をお渡ししますが、書類

の完成及び申請は各自でお願い致します。 

 

６． 当日の持ち物 

   ・実技に適した服装（長袖、長ズボン、靴） 

・ヘルメット 

・筆記用具 

   ・印鑑（修了証受領用、認印可） 

   ・当日受付時に本人確認をいたしますので、申込書と併せてご提出をいただく本人確認 

書類原本を持参ください。 

   ・コベルコ教習所㈱岐阜教習センターにて過去特別教育を受講され、「特別教育修了

証」 

を交付されている方は当日受付時に回収し統合修了証を発行しますので当日持参くだ

さい。（裏面に今回科目を追記します） 

     ※紛失をしている場合は講習日までに再交付の手続きが必要となります。 

   （再交付手続きについて詳しくはコベルコ教習所㈱岐阜教習センター 0584-87-2551 

までお問合せください） 

 

７． その他 

   ・実技で使用する設備は当方で用意します。 

   ・都合により欠席の場合は、後日受講料を返金します。 

    

 連
絡
先 

商工会事務局：担当 小田 
TEL ：0585-22－6185 
FAX ：0585-22－2561 

併
用
不
可 

https://www.kobelco-kyoshu.com/gifu/support/architecture/

